
機密性○

鉱⼭保安法第３９条命令の発出について

１．経緯
①⽥⼦倉鉱⼭(福島県南会津郡只⾒町所在)について、平成３０年９⽉25⽇に
鉱業権が放棄されたことから、令和３年１０⽉６⽇に鉱⼭保安法第３９条命
令調査を実施したところ、当鉱⼭５３０ｍＬに⽔平坑の開放坑⼝と坑内⽔の
流出が確認された。
②上記調査結果を踏まえ、危害及び鉱害の発⽣のおそれについて検討したと
ころ、坑内⽔の流出については、鉱害のおそれはないものと判断したが、開
放坑⼝については、危害の発⽣のおそれがあると判断し、最終鉱業権者（か
つ原因⾏為者）に対し、危害防⽌のための措置をするよう指導してきた。
③しかし、法第３９条命令の期限（令和５年９⽉２４⽇）まで措置の実施が
⾒込めないことから、最終鉱業権者に対して、「危害を防⽌するため、坑⼝
の閉そくその他の適切な措置を講ずること。」とした、法第３９条命令を令
和５年９⽉１４⽇付けで発出した。

坑⼝の状況（１）

坑⼝の状況（２）
※⽴⼊禁⽌テープで仮措置

坑⼝の場所

２．東北⽀部の今後の対応
①法第３９条命令について、施⼯時期を令和６年６⽉〜７⽉とし⼯事を実施
する旨の実施計画書が提出されたものの、これまでの指導に対応してこな
かったことから、当該⼯事に向けた準備状況等について、逐次確認・指導し
ていく。
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（参考）
⽥⼦倉鉱⼭位置図

・所在地 ︓福島県南会津郡只⾒町
・主な鉱種 ︓亜鉛
・操業状況等 ︓当鉱⼭は、只⾒線只⾒駅の南⻄約１３ｋｍの⽥

⼦倉ダムの上流部の梅打沢（ばいうちさわ）沿
いに位置する。昭和１４年に５３０ｍ坑で探鉱
を⾏っていたが、亜鉛鉱の採掘を本格化させた
のは昭和３８年の⽥⼦倉ダムの建設により船に
よる鉱⽯運搬が可能となった以降で、最終鉱業
権者の前⾝の会社がピーク時の昭和５１年
に亜鉛精鉱３５７ｔを⽣産している。しかし、
昭和５１年鉱⽯価格の下落により休⽌し、その
まま稼⾏することなく、平成３０年９⽉に鉱業
権が放棄された。（廃⽌鉱⼭）

・鉱業権 ︓採 掘 権︓福島県採掘権登録第１２８６号
休⽌年⽉⽇（昭和５３年６⽉１⽇）
鉱業権消滅（平成３０年９⽉２５⽇）
命令期限（令和５年９⽉２４⽇）

⽥⼦倉鉱⼭の概要

○参考︓鉱⼭保安法
第３９条 鉱業権が消滅した後でも５年間は、産業保安監督部
⻑は、鉱業権者であつた者に対し、その者が鉱業を実施したこ
とにより⽣ずる危害⼜は鉱害を防⽌するため必要な設備をする
ことを命ずることができる。
２ 前項の規定による命令を受けた者は、その命令に係る事項
を実施するため必要な範囲内において、鉱業権者とみなす。
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